
江釣子地区交流センター  施設使用申請について  

受付時間・平日の午前９時00分～午後５時00分まで  

（土、日、祝日、年末年始12/28～１/４、臨時休館日は除きます。）  

 

施設の使用料  【１時間あたり】  

施設名  料  金  施設名  料  金  

大ホール  940円  ２階大会議室  200円  

大ホール（舞台のみ）  200円  ２階視聴覚室  310円  

配膳室  200円  ３階会議室  410円  

２階講義室  200円  ３階調理実習室、和室  410円  

 

設備器具等１回あたりの使用料  

備品名  料  金  備品名  料  金  

移動舞台  3,450円  ホリゾンライト  1,150円  

グランドピアノ  2,300円  スポットライト  1,150円  

ボーダーライト  1,150円  拡声装置  2,300円  

フットライト  1,150円    

※市外の団体が使用する場合は２倍、商行為を行う場合には５倍となります。  

 商行為とは、物品販売、商品説明会や商品展示会など販売に結びつくもの、月謝を  

とって行う教室などをいいます。  

 

 

＜使用料が免除となるもの＞  

・江釣子地区にお住いの皆様の活動(該当しない場合は通達いたします) 

例：自治会や各種団体活動、民俗芸能伝承活動、サークル活動等コミュニティ活動  

・子ども会、スポーツ少年団などの少年団体の活動での使用  

・市内の障がい者、障がい者団体の使用  

・詳細は別紙1をご覧ください  

 

 

 



＜使用料が５割減額となるもの＞  

・市内の高校や専門学校による教育活動(部活動での練習等) 

・教育委員会が認める社会教育関係団体の社会教育活動  

・詳細は別紙1をご覧ください  

 

＜施設使用申請の流れ＞               

①  ホームページから「施設使用申請書」をダウンロードし(Word ファイル)、必要事項を

入力して「ezuriko-kc@gol.com」まで「題名・施設使用申請(団体名)」とし、送付くだ

さい。  

 

            

 

 

 

 

 

 

②  または直接来館で窓口で施設利用申請書を記載ください。  

※ホームページから PDF ファイルをダウンロードし、記載の上持参でも構いません。 

 

③  利用が終了しましたら、「使用状況報告書」に必要事項を入力、または記載の上、上記

アドレスまでメールまたは交流センター窓口に持参くださいますようお願いいたしま

す。※提出は使用日から起算し３日以内でお願いいたします  

 

 

 

 

 

 

 

④  その他お問い合わせについては、江釣子地区自治振興協議会までお寄せください。  

TEL：0197-77-2468 (9：00～17：00 土日祝日閉館) 

Mail：ezuriko-kc@gol.com 

 

mailto:ezuriko-kc@gol.com
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別紙１  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※収容人数について、感染症拡大等により市からの通達で制限を行う場合もあります。 

 詳しくはお問い合わせください。  

 

 


